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   明石市法令遵守の推進等に関する条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 内部公益通報（第３条の２―第１７条） 

第３章 要望、提案等及び不当要求行為（第１８条―第２６条） 

 第４章 行政オンブズマン（第２７条―第３６条） 

 第５章 外部公益通報（第３７条―第４６条） 

 第６章 雑則（第４７条―第５１条） 

 附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、明石市法令遵守の推進等に関する条例（平成２２年条例第４

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条

例において使用する用語の例による。 

 （出資団体等） 

第３条 条例第２条第７号イに規定する規則で定めるものは、別表第１のとおりと

する。 

   第２章 内部公益通報 

（公益通報対応業務従事者） 

第３条の２ 公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号）第１１条第１項に規定

する公益通報対応業務従事者は、条例第７条第１項の規定により置かれた公益

監察員及び当該公益監察員が条例第１０条第１項の規定により市長に届け出た

補助者とする。 

（内部公益通報書） 

第４条 条例第１３条第１項の規則で定める書類は、内部公益通報書（様式第１号）

とする。 

（庁内通報窓口） 

第４条の２ 条例第１３条第１項の規則で定める市の内部組織は、総務課とする。 

（内部公益通報に関する相談書） 

第５条 条例第１４条第３項の規定により同条第１項の相談について条例第１３条

の規定を準用する場合における同条第１項の規則で定める書類は、内部公益通報
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相談書（様式第２号）とする。 

 （内部公益通報の受理等に係る通知） 

第６条 条例第１５条第２項の規定による通知は、内部公益通報を受理したときは

内部公益通報受理通知書（様式第３号）により、受理しないときは内部公益通報

不受理通知書（様式第４号）によりするものとする。 

 （標準処理期間） 

第７条 条例第１６条第２項の標準処理期間は、６０日とする。ただし、当該期間

内において処理できない特別な事情がある場合は、この限りでない。 

 （内部公益通報の報告） 

第８条 条例第１６条第３項の規定による報告は、内部公益通報対象事実内容報告

書（様式第５号）により行うものとする。 

 （公益監察員証等） 

第９条 市長は、条例第１８条第３項に規定する身分を示す証明書として、公益監

察員に公益監察員証（様式第６号）を、条例第１０条第１項に規定する補助者に

公益監察員補助者証（様式第７号）を交付する。 

 （内部公益通報対象事実是正措置等報告） 

第１０条 条例第２１条第２項の規定による報告は、内部公益通報対象事実是正措

置等報告書（様式第８号）により行うものとする。 

 （不利益取扱いの申出） 

第１１条 条例第２７条第３項において条例第１３条を準用する場合における同条

第１項の規則で定める書類は、不利益取扱申出書（様式第９号）とする。 

 （不利益取扱いの相談） 

第１２条 条例第２７条第３項において条例第１４条を準用する場合における条例

第２７条第２項の相談は、不利益取扱相談書（様式第１０号）により行うものと

する。 

 （任命権者等の区分） 

第１３条 条例第２８条第２項に規定する任命権者等は、通報職員等が次の各号に

掲げる者である場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。 

(１) 職員である場合（第３号に掲げる者を除く。） 任命権者 

(２) 職員でなくなった日から１年を経過しない者である場合 当該者が職員で

なくなった日における任命権者 

 (３) 条例第２条第２号ウに掲げる職員又は当該職員でなくなった日から１年を

経過しない者である場合 市の機関 
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 (４) 条例第２条第３号イ又はウに掲げる者又は当該者でなくなった日から１年

を経過しない者である場合 市の機関 

 （不利益取扱いの報告） 

第１４条 条例第２８条第２項の規定による報告は、不利益申出内容報告書（様式

第１１号）により行うものとする。 

 （不利益取扱是正措置勧告を行った旨の通知） 

第１５条 条例第２８条第４項の規定による報告及び通知は、不利益取扱是正措置

勧告を行った旨の報告・通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

 （不利益取扱いの事実が認められない場合の通知） 

第１６条 条例第２８条第５項の規定による報告及び通知は、不利益取扱事実が認

められない旨の報告・通知書（様式第１３号）により行うものとする。 

 （不利益是正措置の報告） 

第１７条 条例第２８条第６項の報告は、不利益是正措置を行ったときは不利益取

扱是正措置報告書（様式第１４号）により、不利益是正措置を行わないときは不

利益取扱是正措置を実施しないことについての報告及び理由書（様式第１５号）

により行うものとする。 

   第３章 要望、提案等及び不当要求行為 

 （要望、提案等の記録） 

第１８条 条例第３２条第１項第１号の規定による記録は、要望・提案等聞き取り

調書（様式第１６号）により行うものとする。 

 （要望、提案等の管理） 

第１９条 条例第３５条第１項の規則で定める管理は、市民の声データベース（明

石市市民の声取扱要領（平成１７年６月１日制定）に規定する市民の声データベ

ースシステムをいう。）に要望、提案等の内容を記録することにより行うものとす

る。 

２ 前項の規定により管理する要望、提案等は、市長が別に定める基準（以下「ガ

イドライン」という。）に基づき市の機関が不当要求行為でないと認めた要望、提

案等及び要望提案等審査会（以下この章において「審査会」という。）への諮問の

結果、不当要求行為でないと認めた要望、提案等とする。 

 （審査会への諮問） 

第２０条 市の機関は、要望、提案等がガイドラインに照らして不当要求行為かど

うか判断できない場合は、審査会に諮問しなければならない。 

 （審査会の組織） 
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第２１条 審査会の委員に任命する職員は、別表第２に掲げる職員とする。 

２ 審査会に会長及び副会長を置き、会長には総務部を所管する副市長を、副会長

には他の副市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

５ 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

６ 審査会は、必要に応じて関係職員、関係機関の職員、学識経験を有する者その

他の参考人の出席を求めることができる。 

７ 審査会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。 

 （審査会の所掌事務等） 

第２２条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 第２０条の規定による市の機関からの諮問に応じ、要望、提案等が不当要

求行為に該当するかどうかについて審査すること。 

 (２) 前号に掲げるもののほか、要望、提案等の取扱いに関して必要な事項 

２ 前条及び前項に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が審査

会に諮って定める。 

 （不当要求行為の内容の記録） 

第２３条 条例第３８条第２項の規定による記録は、不当要求行為内容調書（様式

第１７号）により行うものとする。 

 （対策委員会の組織） 

第２４条 明石市不当要求行為対策委員会（以下この章において「対策委員会」と

いう。）の委員に任命する職員は、別表第３に掲げる職員とする。 

２ 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部を所管する副市長

を、副委員長には他の副市長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

５ 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

６ 対策委員会は、必要に応じて関係職員、関係機関の職員、学識経験を有する者

その他の参考人の出席を求めることができる。 

７ 対策委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。 

 （対策委員会の所掌事務） 
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第２５条 対策委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 不当要求行為に関する対応方針の協議検討に関すること。 

 (２) 不当要求行為に関する情報交換及び連絡調整に関すること。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、不当要求行為の防止等に関して必要な事項 

２ 前条及び前項に定めるもののほか、対策委員会について必要な事項は、委員長

が審査会に諮って定める。 

 （要望、提案等及び不当要求行為の取扱いに関する事項） 

第２６条 この章に定めるもののほか、要望、提案等及び不当要求行為への対応等

に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。 

   第４章 行政オンブズマン 

 （特別な利害関係のある団体等） 

第２７条 条例第４９条第２項の本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の

役員とは、市との請負契約その他の契約に基づいて市の事務又は事業を行う者及

びその支配人又は主としてこれと同一の行為をする法人（市が出資する法人で資

本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資しているものを除

く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき

者、支配人及び清算人とする。 

 （代表オンブズマン） 

第２８条 条例第５２条第２項の代表オンブズマンは、オンブズマンの互選によっ

て定める。 

２ 代表オンブズマンは、オンブズマンに関する事務を統括する。 

３ 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、

他のオンブズマンがその職務を代理する。 

 （苦情申立書） 

第２９条 条例第５３条第２項の苦情申立書は、苦情申立書（様式第１８号）とす

る。 

 （代理人による苦情申立て） 

第３０条 条例第５３条第３項の規定により代理人により苦情申立てを行おうとす

る者は、前条の苦情申立書に代理人選任届兼委任状（様式第１９号）を添えて、

苦情申立てを行わなければならない。 

 （正当な理由） 

第３１条 条例第５４条第１項第３号ただし書に規定する正当な理由があるときと

は、次に掲げるときとする。 
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 (１) 苦情申立てに係る事実が極めて秘密のうちに行われたため、苦情申立人に

おいて当該苦情申立ての原因となった事実をそのあった日から１年を経過する

日まで知らなかったとき。 

 (２) 天災地変等による交通の途絶により、申立期間を経過したとき。 

 (３) 苦情申立てに係る事実が継続しているとき。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、オンブズマンが正当な理由があると認めると

き。 

 （オンブズマン証） 

第３２条 条例第５６条の規定により条例第１８条を準用する場合における同条第

３項に規定する身分を示す証明書は、オンブズマン証（様式第２０号）とする。 

 （是正等措置・制度改善等状況報告書） 

第３３条 条例第６１条第２項の規定による報告は、是正等措置・制度改善等状況

報告書（様式第２１号）により行うものとする。 

 （オンブズマン事務局） 

第３４条 条例第６３条の規定により、政策部市民相談課（以下「市民相談課」と

いう。）にオンブズマンの事務局を置き、その庶務を処理するものとする。 

 （活動状況の報告及び公表） 

第３５条 条例第６４条の規定による市長及び議会への活動状況の報告並びに公表

は、年度ごとに次の事項について行うものとする。 

(１) 苦情申立ての件数、内容及び処理の状況 

(２) オンブズマンの発意に基づく調査の件数、内容及び処理の状況 

(３) 勧告、意見表明及び是正等の措置の報告の要旨 

(４) その他市長が必要と認める事項 

 （オンブズマンの公印） 

第３６条 オンブズマンの公印は、別表第４のとおりとする。 

   第５章 外部公益通報 

 （外部公益通報の受付） 

第３７条 市の機関は、外部公益通報があった場合は、条例第６５条第２項に規定

するときを除き、これを受け付ける。 

 （通報者等の保護等） 

第３８条 外部公益通報に係る相談及び処理に従事する職員（以下「通報処理担当

者」という。）は、通報者（外部公益通報を行った者をいう。以下同じ。）の保護

に配慮するとともに、調査対象者、調査に協力した者その他通報対象事実の内容
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を知る者（以下「調査対象者等」という。）の権利を不当に侵害することのないよ

う、公正かつ誠実に事案を処理しなければならない。 

２ 職員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹に関係のある外部

公益通報に関して、通報処理担当者となってはならない。 

 （相談窓口） 

第３９条 外部公益通報に係る相談、広報その他外部公益通報に関する情報の提供

は、市民相談課において処理する。 

２ 市民相談課は、外部公益通報に係る相談があったときは、当該相談内容に関す

る事務を所管する市の機関の内部組織（以下「所管課」という。）に取り次ぐもの

とする。 

 （受付窓口） 

第４０条 外部公益通報の受付窓口は、当該外部公益通報に係る通報対象事実につ

いて処分等を行う権限を有する市の機関に置かれる当該処分等の事務を所管する

所管課又は法令により市の機関から独立して処分等を行う権限を行使することが

認められている職員が所属する所管課とする。 

 （通報の受付） 

第４１条 通報の受付は、書面、郵便、電子メール又はファックス（以下この条に

おいて「書面等」という。）によるものとし、公益通報者が面談、電話による通報

を希望した場合においては、できる限り書面等により行うよう求めるものとする。 

２ 所管課は、通報を受け付けたときは、外部公益通報等受付票（様式第２２号）

に所定の事項を記載するものとする。 

 （受理又は不受理の決定） 

第４２条 所管課は、外部公益通報があった場合において、当該外部公益通報を受

け付けた場合は受け付けた旨を公益通報受理決定書（様式第２３号）により、受

け付けない場合は受け付けない旨及びその理由を公益通報不受理決定書（様式第

２４号）により、通報者に通知しなければならない。 

２ 外部公益通報を受け付けない場合において、その理由が当該外部公益通報に係

る通報対象事実が本市の機関の処分等を行う権限に属さないものであるときは、

市の機関は、前項の決定書に当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分

等の権限を有する行政機関等を記載しなければならない。 

 （調査） 

第４３条 所管課は、外部公益通報を受理したときは、必要な調査を実施するもの

とする。 
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２ 調査の実施に当たっては、通報者が特定されないよう十分配慮しなければなら

ない。 

３ 所管課は、調査の進捗状況について、必要に応じ、通報者に通知するように努

めるものとする。 

４ 所管課は、調査を終了したときは、速やかに、通報者に対し、その結果につい

て必要な通知を行わなければならない。 

５ 前２項の通知を行う場合においては、所管課は、利害関係人の秘密、信用、名

誉その他の権利を侵害しないようにしなければならない。 

 （是正の措置） 

第４４条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、

公益通報者保護法第１３条第１項に規定する措置を講ずるものとする。 

２ 所管課は、前項に規定する措置を行ったときは、遅滞なく、通報者に必要な通

知を行うものとする。この場合においては、前条第５項の規定を準用する。 

 （文書管理） 

第４５条 所管課は、外部公益通報に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、

これらを適切な方法により管理しなければならない。 

２ 外部公益通報に係る記録及び関係資料の保存期間は、１０年とする。 

 （その他の公益目的の通報の処理） 

第４６条 市の機関は、通報があった場合において、当該通報を行った者が当該通

報対象事実に係る事業所に係る公益通報者保護法第２条第１項各号に掲げる者

でないときその他の事由により外部公益通報に該当しないと認めるときは、当該

通報が信ずるに足りる相当な理由をもってなされたものであると認めるときに限

り、当該通報に係る処理について第３７条から前条までの規定に準じて取り扱う

ものとする。 

   第６章 雑則 

 （運用状況の報告） 

第４７条 条例第６７条の規定による市長への運用状況の報告は、年度ごとに次の

事項について行うものとする。 

(１) 内部公益通報の件数、当該内部公益通報に係る内部通報対象事実の概要、

公益監察員の勧告及び是正等の措置の報告 

(２) 不当要求行為の件数、概要及び処理の状況 

(３) 外部公益通報の件数、概要及び処理の状況 

(４) その他市長が必要と認める事項 
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 （運用状況の公表） 

第４８条 条例第６８条の規定による議会への運用状況の報告及び公表は、年度ご

とに次の事項について行うものとする。 

(１) 内部公益通報の件数、当該内部公益通報に係る内部通報対象事実の概要、

公益監察員の勧告及び是正等の措置の報告 

(２) 不当要求行為の件数、概要及び処理の状況 

(３) 外部公益通報の件数、概要及び処理の状況 

(４) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による報告及び公表に当たっては、関係者の正当な利益又

は公共の利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護について

最大限の配慮をしなければならない。 

 （公表の方法） 

第４９条 条例及びこの規則の規定による公表は、インターネットの利用その他の

適切な方法により行うものとする。 

 （公益監察員及びオンブズマンによる文書の様式） 

第５０条 この規則に定める様式のほか、公益監察員及びオンブズマンが行う通知、

報告、勧告等に係る様式は、公益監察員及びオンブズマンが別に定める様式によ

るものとする。 

 （補則） 

第５１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市の機関が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 

 （公職者等からの要望、提案等に対する取扱いに関する規則及び明石市不当要求

行為等に関する規則の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 公職者等からの要望、提案等に対する取扱いに関する規則（平成１９年規

則第３２号） 

(２) 明石市不当要求行為等に関する規則（平成１６年規則第３８号） 

 （経過措置） 

３ 第２章の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされた

内部公益通報について適用する。 

４ 第４章の規定は、施行日の１年前の日以後にあった事実に係る苦情について適
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用し、当該日より前にあった事実に係る苦情については、適用しない。 

５ 第５章の規定は、施行日以後にされた外部公益通報について適用する。 

 （準備行為） 

６ 市の機関は、施行日前においても、この規則の施行に必要な準備行為をするこ

とができる。 

附 則（平成２３年９月２６日規則第３９号） 

この規則は、地方独立行政法人明石市立市民病院の成立の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第２２号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第２２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年１２月２６日規則第３４号） 

 この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月３０日規則第２１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

団体名 

一般財団法人明石コミュニティ創造協会 

一般財団法人明石市産業振興財団 

地方独立行政法人明石市立市民病院 

公益財団法人明石文化芸術創生財団 

一般社団法人明石市シルバー人材センター 

社会福祉法人明石市社会福祉協議会 

一般社団法人明石観光協会 

明石地域振興開発株式会社 

 

別表第２（第２１条関係） 

副市長、理事、政策局長、総務局長 

 

別表第３（第２４条関係） 

副市長、理事、政策局長、総務局長、市民生活局長、福祉局長、都市局長、公営

企業管理者、水道部長、教育長、教育委員会事務局長、消防長、市議会事務局長 
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別表第４（第３６条関係） 

名称 
寸法 

（ミリメートル） 
書体 

個

数 
保管課かい ひな形 

明石市行

政オンブ

ズマン之

印 

方１８ れい書 １ 市民相談課  

 

明石市行政 

オ ン ブ ズ 

マ ン 之 印 
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員宛 

内部公益通報書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第１２条第１項の規定に基づき、下記のとおり内

部公益通報をします。 

記 

１ 通報者 

氏   名  

所属又は会社名  

連絡先 
（可能な

限り、複

数記載を

お願いし

ます。） 

住所  

電話番号  

ファクス番号  

メールアドレス  

希望する連絡方法 
□書面の送付 □電話 □ファクス □メールの送付 
□その他（                   ） 

通報を匿名とする理由 
※通報を匿名により行う場合のみ記

載してください 

 
 
 
 
 
 

 

２ 内部通報対象事実の内容（いつ、だれが、なにをしたか具体的に記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他公益監察員に伝えたい事項（公益監察員に望む対応等を記載してください。） 
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様式第２号（第５条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員宛 

内部公益通報相談書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第１４条の規定に基づき、下記のとおり内部公益

通報に関する相談を申し込みます。 

記 

１ 相談者 

氏   名  

所属又は会社名  

連絡先 
（可能な

限り、複

数記載を

お願いし

ます。） 

住所  

電話番号  

ファクス番号  

メールアドレス  

希望する連絡方法 
□書面の送付 □電話 □ファクス □メールの送付 
□その他（                   ） 

□匿名により相談を行う 

 

２ 内部通報対象事実に該当するかを相談したい内容（いつ、だれが、なにをしたか具体

的に記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他公益監察員に伝えたい事項（公益監察員に望む対応等を記載してください。） 
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様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

      様 

明石市公益監察員          印 

 

内部公益通報受理通知書 

 

  年  月  日付けで貴殿から受け付けた内部公益通報書を  年  月  日付

けで受理したので、明石市法令遵守の推進等に関する条例第１５条第２項の規定により、

通知します。（通報番号  年第  号） 

今後、本通報に関する取扱いは，次の公益監察員が担当します。 

 

公益監察員氏名： 

住 所： 

電 話： 

フ ァ ク ス： 

メールアドレス： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内部公益通報をしたことを理由とした不利益取扱いを受けたと考える場合は、その旨に

ついて、公益監察員に対して、不利益取扱いの申出（明石市法令遵守の推進等に関する条

例第２７条第１項）及び不利益取扱いに関する相談（明石市法令遵守の推進等に関する条

例第２７条第２項）をすることができます。 
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様式第４号（第６条関係） 

年  月  日 

      様 

明石市公益監察員          印 

 

内部公益通報不受理通知書 

 

   年  月  日付けで貴殿から通報を受けた内部公益通報について、以下の理由

により受理しないこととしたので、明石市法令遵守の推進等に関する条例第１５条第２項

の規定により通知します。 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内部公益通報をしたことを理由とした不利益取扱いを受けたと考える場合は、その旨に

ついて、公益監察員に対して、不利益取扱いの申出（明石市法令遵守の推進等に関する条

例第２７条第１項）及び不利益取扱いに関する相談（明石市法令遵守の推進等に関する条

例第２７条第２項）をすることができます。 
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様式第５号（第８条関係） 

年  月  日 

明石市長 様 

明石市公益監察員          印 

 

内部公益通報対象事実内容報告書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第１６条第３項の規定により、内部公益通報にか

かる調査を行うに当たり、内部公益通報を受理したこと及びその内容について、次のとお

り報告します。 

通報受付日        年   月   日（通報番号  年第  号） 

通報の形態 書面の送付・電話・ファクス・電子メール・面談・その他（     ） 

通報内容  

通報時の対

応 
 

通報者が望

む対応 
 

公益監察員

の今後の対

応方針 
 

備考  
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様式第６号（第９条関係） 

（表） 

 公益監察員証 
 

 

 写真 

有効期限             

氏名           

 

 

 上記の者は、明石市公益監察員であることを証明する。 

      年  月  日 

明石市長        印   

     
 

８．６センチメートル   

 

 

（裏） 

 
注意事項 

１ この証明書は、明石市公益監察員の身分を明確にするため

常に携帯しなければならない。 
２ この証明書は、関係人又は関係機関から請求があったとき

は、提示しなければならない。 
３ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
４ この証明書は、明石市公益監察員の職を退いたときには、

速やかに返納しなければならない。 

 

５．４センチ

メートル 
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様式第７号（第９条関係） 

（表） 

 公益監察員補助者証 
 

 

 写真 

有効期限             

氏名           

 

 

 上記の者は、明石市公益監察員の補助者であることを証明す

る。 

      年  月  日 

明石市長        印  
 

     
 

８．６センチメートル   

 

 

（裏） 

 
注意事項 

１ この証明書は、明石市公益監察員の補助者の身分を明確に

するため常に携帯しなければならない。 
２ この証明書は、関係人又は関係機関から請求があったとき

は、提示しなければならない。 
３ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
４ この証明書は、明石市公益監察員の補助者の職を退いたと

きには、速やかに返納しなければならない。 

 

５．４センチ

メートル 
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様式第８号（第１０条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員         様 

明石市長          

 

内部公益通報対象事実是正措置等報告書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２１条第２項の規定により、  年  月   

日付けで貴職より勧告を受けた内部通報対象事実（通報番号  年第  号）について、是

正措置等を講じましたので、次のとおり報告します。 

内部通報対

象事実の概

要 
 

是正措置等

の内容 
 

備考  
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様式第９号（第１１条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員宛 

不利益取扱申出書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２７条第１項の規定により、下記のとおり 

  年  月  日付けで内部公益通報を行ったことにより不利益取扱いを受けたと思い

ますので、その旨申し出ます。 

記 

１ 申出者 

氏   名  

所属又は会社名  

連絡先 
（可能な

限り、複

数記載を

お願いし

ます。） 

住所  

電話番号  

ファクス番号  

メールアドレス  

希望する連絡方法 
□書面の送付 □電話 □ファクス □メールの送付 
□その他（                   ） 

 

２ 不利益取扱いの内容（いつ、だれに、どのような不利益取扱いを受けたか具体的に記

載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他公益監察員に伝えたい事項 
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様式第１０号（第１２条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員宛 

不利益取扱相談書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２７条第２項の規定により、下記のとおり 

  年  月  日付けで内部公益通報を行ったことにより不利益取扱いを受けたと考え

ますので相談を申込みます。 

記 

１ 相談者 

氏   名  

所属又は会社名  

連絡先 
（可能な

限り、複

数記載を

お願いし

ます。） 

住所  

電話番号  

ファクス番号  

メールアドレス  

希望する連絡方法 
□書面の送付 □電話 □ファクス □メールの送付 
□その他（                   ） 

□匿名により相談を行う 

 

２ 不利益取扱いの内容（いつ、だれに、どのような不利益取扱いを受けたか具体的に記

載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他公益監察員に伝えたい事項（公益監察員に望む対応等を記載してください。） 
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様式第１１号（第１４条関係） 

年  月  日 

（市の機関又は任命権者） 

           様 

明石市公益監察員          印 

 

不利益申出内容報告書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２８条第２項の規定により、不利益取扱いに関

する調査を行うに当たり、不利益取扱いの申出を受けたことについて、次のとおり報告し

ます。 

申出受付日        年   月   日（通報番号  年第  号） 

申出の形態 書面の送付・電話・ファクス・電子メール・面談・その他（    ） 

申出者名  

申出内容  

申出時の対

応 
 

申出者が望

む対応 
 

公益監察員

の今後の対

応方針 
 

備考  
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様式第１２号（第１５条関係） 

年  月  日 

明 石 市 長 様 

不利益申出職員 様 

 

明石市公益監察員          印 

 

不利益取扱是正措置勧告を行った旨の報告・通知書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２８条第４項の規定により、  年  月   

日付けで受け付けた内部通報対象事実（通報番号  年第  号）に対する不利益取扱いの

事実があることを認め、勧告を行いましたので、次のとおり報告します。 

不利益取扱

いの概要 
 

勧告の内容  

備考  
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様式第１３号（第１６条関係） 

年  月  日 

（明石市長又は任命権者等） 

明 石 市 長 様 

        様 

不利益申出職員 様 

 

明石市公益監察員          印 

 

不利益取扱事実が認められない旨の報告・通知書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２８条第５項の規定により、  年  月   

日付けで受け付けた内部通報対象事実（通報番号  年第  号）に対する不利益取扱いに

係る調査の結果、不利益取扱いの事実が認められませんでしたので報告します。 
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様式第１４号（第１７条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員         様 

（任命権者等） 

          

 

不利益取扱是正措置報告書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２８条第６項の規定により、  年  月   

日付けで貴職より勧告を受けた内部通報対象事実（通報番号  年第  号）に対する不利

益取扱いについて、次のとおり是正措置を講じましたので、次のとおり報告します。 

不利益取扱

いの概要 
 

是正措置の

内容 
 

備考  
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様式第１５号（第１７条関係） 

年  月  日 

明石市公益監察員         様 

（任命権者等） 

          

 

不利益取扱是正措置を実施しないことについての報告及び理由書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例第２８条第６項の規定により、  年  月   

日付けで貴職より勧告を受けた内部通報対象事実（通報番号  年第  号）に対する不利

益取扱いについては、不利益取扱是正措置を実施しないこととしましたので、次のとおり

報告します。 

勧告を受け

た不利益取

扱いの概要 
 

不利益取扱

是正措置を

実施しない

理由 

 

備考  
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様式第１６号（第１８条関係） 

要望・提案等聞き取り調書 

報 告 者 
職 ・ 氏 名 

 

聞 き 取 り 
日 時 

    年    月    日    時    分 

聞 き 取 り 
場 所 

 

同 席 者 氏 名 

 
 

相 手 方 の 
住所・氏名等 

 
 
 

要望、提案等 
の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処

理

欄 

１ 市民の声データベースに入力 
２ 不当な要望、提案等である為、注

意又は警告したものとして上司に

報告 
３ 不当要求行為等審査会で審査 

事務処理欄 
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様式第１７号（第２３条関係） 

不当要求行為内容調書 

報 告 者 
職 ・ 氏 名 

 

発 生 日 時     年    月    日    時    分頃 

発 生 場 所 

 

同 席 者 
職 ・ 氏 名 

 

相 手 方 の 
住所・氏名等 

（名刺がある場合はその写しを添付し、氏名等不詳の場合は風ぼう

等を記載すること。） 
 
 
 

事 案 の 概 要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 応 状 況 
措 置 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 事 項 
 

注 参考となる資料（面談記録等）がある場合は、その写しを添付すること。 



29 

 

様式第１８号（第２９条関係） 

苦 情 申 立 書 
年  月  日 

（あて先）明石市行政オンブズマン 

郵便番号   -     

 住  所 

苦情申立人 氏  名 

 電話番号   -    -     

（法人その他の団体にあっては、事務所又は 

事業所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

明石市法令遵守の推進等に関する条例第５３条第２項の規定により、次のとおり苦情の申

立てをします。 

苦情の原因となった事実のあった日 年   月   日 

苦情申立の趣旨 
 

苦情申立の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 の 制 度 へ の 

手 続 き の 有 無 

□有 

□市民相談  □請願(議会)  □陳情(議会)  □監査請求 

□陳情・要望(市長)  □直接請求  □行政不服審査 

□行政事件訴訟  □その他(           ) 

□無 

代 理 人 

住  所 

氏  名 

電話番号   -    -     

申立人

と の 

関 係 

 

 

 

申立人の個人情

報開示に係る承

諾 

この苦情申立てに係る調査のため必要なときは、私の個人情報の閲覧につ

いて同意します。 

氏 名            ㊞ 

備考 

１ 苦情申立の理由は、経過や内容をできるだけ具体的に書いてください。 

２ 他の制度への手続きの有無の欄には、該当するところに☑印を付けてください。 

なお、その他に☑印を付けたときは、（ ）内にその制度を記入してください。 
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様式第１９号（第３０条関係） 

 

代理人選任届兼委任状 

 

代理人氏名：             

 

代理人住所：（〒   －    ）                         

 

                                          

 

委任する苦情申立ての内容 

 

 

 

 

 

私は、上記の者を明石市法令遵守の推進等に関する条例第５３条第３項の規定により、

上記の苦情申立ての代理人として選任し、同条に規定する苦情申立てに関することにつき、

その権限を委任いたします。 

  

明石市行政オンブズマン 宛 

  年  月  日 

氏名：           印 

 

住所：（〒   －    ）                         
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様式第２０号（第３２条関係） 

 

（表） 

 オンブズマン証 
 

 

 写真 

 
氏 名 
 

生年月日      年  月  日 
 

 

 上記の者は、明石市法令遵守の推進等に関する条例第４２条

の規定に基づく明石市行政オンブズマンであることを証する。 

      年  月  日 

明石市長        印  
 

     
 

８．６センチメートル   

 

（裏） 

 
注意事項 

１ この証明書は、明石市行政オンブズマンの身分を明確にす

るため常に携帯しなければならない。 
２ この証明書は、関係人又は関係機関から請求があったとき

は、提示しなければならない。 
３ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
４ この証明書は、明石市行政オンブズマンの職を退いたとき

には、速やかに返納しなければならない。 

 

 

５．４センチ

メートル 
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様式第２１号（第３３条関係） 

 

 
是正等措置・制度改善等状況報告書 

第     号 
年  月  日 

明石市行政オンブズマン 様 
 

（市の機関名）         
 

勧  告    是正等の措置 
年  月  日付け第  号による      に係る        につい 

意見表明    制度の改善等の状況 
て、明石市法令遵守の推進等に関する条例第６１条第２項の規定により、次のとおり報告

します。 

勧告・意見表明 
の趣旨 

 

是正等の措置・制

度の改善等の状

況又は是正等の

措置若しくは制

度の改善を講ず

ることができな

い旨及びその理

由 

 

所管課等 
 

電話番号 
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様式第２２号（第４１条関係） 

外部公益通報等受付票 

受付担当者 所属      職名 

氏名     

通報日時 
  年  月  日  曜日 

   時   分 
通報の

方法 
電話・電子メール・ファクス・郵送・

面会・その他（       ） 

通 報 者 氏

名等 

氏名：         性別：男・女   年齢：   歳 
勤務先名： 
住  所： 
電話番号： 
ファクス番号： 
メールアドレス： 
希望する連絡方法：□書面の送付 □電話 □ファクス □メールの送付 

□その他（                   ） 

通 報 者 の

区分 
社員・パート・アルバイト・派遣労働者・その他（         ） 
部署：             役職：             

 
通 報 内 容

（ 通 報 内

容 は 通 報

者 か ら の

申 出 内 容

の み を 記

載 す る こ

と。受付担

当 者 の 主

観 は 排 除

す る こ

と。） 

①通報対象事

実に係る事業

者等 

事業者の名称： 
部署名： 
氏名： 

②不正の内容 （いつ、だれが、なにをしたか具体的に記載すること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③不正事実は 生じている・生じようとしている・その他（      ） 

④対象となる

法令等の違反

内容等 

 

⑤証拠又は参

考となる書類

等 

有（媒体（書面、CD 等）は：            ） 
  原本・写し 
無 

⑥市以外への

通報・相談 
有（上司・その他（                ）） 
無 

特記事項 通報者の希望事項、連絡希望時間など 
 
 
 

 



34 

 

様式第２３号（第４２条関係） 

年  月  日 

      様 

（市の機関名）       

          印 

公益通報受理決定書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例施行規則第４２条第１項の規定により、通報を受

けた公益通報について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

    年  月  日付けで貴殿から受け付けた公益通報を  年  月  日付け

で受理したので通知します。 

今後、本通報に関する取扱いは，次の部署が担当します。 

 

担 当 部 署 名： 

住  所： 

電  話： 

フ ァ ク ス： 

メールアドレス： 
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様式第２４号（第４２条関係） 

年  月  日 

      様 

（市の機関名）       

          印 

公益通報不受理決定書 

 

 明石市法令遵守の推進等に関する条例施行規則第４２条第１項の規定により、通報を受

けた公益通報について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

    年  月  日付けで貴殿から受け付けた公益通報は、以下の理由により受理

しないこととしたので通知します。 

（理由） 

□通報対象事実が本市の機関の処分等を行う権限に属さないものであるため 

通報対象事実について処分等の権限を有する行政機関等の名称等 

 

  □その他 

 

 

 

 

 


